
 
 

平成 27 年 2 月 2 日 

株式会社沖縄銀行 

 

おきぎんでんさいネットサービス 

ご利用のお客さまへ 

 

残高証明書に関する利用規定の一部改訂のお知らせ 

  

 平素はおきぎんでんさいネットサービスをご利用いただき、誠にありがとう

ございます。 

  

 今般、サービス向上を目的にでんさいネットサービス機能の一つである残高

証明書の 2 種類の方式（定例発行方式・都度発行方式）の内容および発行基準

日を明確にし、当行とお客さまで取交す「おきぎんでんさいネットサービス利

用規定」を一部改訂いたします。 

 つきましては別紙の内容をご確認の上、必要に応じてご利用賜りたくお知ら

せ申し上げます。 

 なお、定例発行方式は窓口受付日から4営業日以降の発行基準日となります。

ご利用の際はお早めにお申込いただく様、よろしくお願い申上げます。 

詳しくはお近くの当行窓口、もしくは下記までお問い合わせ下さい。 

 

 株式会社沖縄銀行では、今後も中小企業金融の円滑化・効率化に向けて、よ

り多くの事業者の方々に「でんさいネット」をご利用いただける様、努めて参

ります。 

 今後ともご愛顧賜ります様、よろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本サービスのお問合せは 
おきぎんでんさいセンター 

TEL：０９８－８７８－０７０５ 

受付時間：平日 午前 9時～午後 5時まで



 
 

【新旧対照表】 
おきぎんでんさいネットサービス利用規定 

改訂後 改訂前 
おきぎんでんさいネットサービス利用規定 
 

第 1条 

～省略～ 

 

第 2 条から第 9条まで 

～省略～ 

 

変更（追加） 

第 10 条（債権記録に記録されている事項の開示

の請求の方法等） 

 1 から 3まで 

～省略～ 

4 残高の開示（残高証明書）請求は、次に掲
げる方式があります。希望の方式に関して、
当行所定の書類を取引店にご提出の上、請求
を行います。 

 （1）残高証明書（定例発行方式） 
   発行基準日を、請求日以降の日付として 

「定期的」または「指定日のみ」に指定する
発行方式。なお、発行基準日は、窓口受付
日から 4営業日以降の日付とする。 

 （2）残高証明書（都度発行方式） 
発行基準日を、請求日より前の日を基準日
として指定する発行方式。 

 

以降、全て省略 

 

 

以 上

おきぎんでんさいネットサービス利用規定 
 

第 1条 

～省略～ 

第 2条から第 9条まで 

～省略～ 

 

 

第 10 条（債権記録に記録されている事項の開示

の請求の方法等） 

 1 から 3まで 

～省略～ 

 4 はなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

以降、全て省略 

 

以 上

 

 
（平成 27 年 2 月 2 日現在） 



 

 

でんさいネットでは、「残高証明書」によるでんさいの確認方法として、「定例発行方式」および

「都度発行方式」を提供いたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜留意事項＞ 

 【定例発行方式】 【都度発行方式】 

基準日指定内容 ・請求日以降の定期的な

日付を指定 
例）2013 年 3 月 1 日に、毎年

3 月末日を指定 

・請求日以降の日付を指定
例）2013 年 3 月 1 日に、2013

年 3 月 31 日を指定 

・請求日よりも前の日付を指定 
例）2013 年 3 月 1 日に、2012 年 3 月 31 日

を指定 

発 行 方 法 ・基準日に定例的に発行 
例）2013 年 3 月末日以降、

毎年 3 月末日に発行 

・基準日にのみ発行 
例）2013 年 3 月 31 日分のみ発行

・基準日にのみ発行 
例）2012 年 3 月 31 日分のみ発行 

請 求 方 法 ・窓口金融機関所定の方法 
※請求日当日を基準日として指定する請求については、窓口金融機

関によって取り扱いが異なります。 

・所定の様式を窓口金融機関を通じ

て、でんさいネットへ提供する方法 

発 送 方 法 ・基準日から１５銀行営業日以内に、でんさいネットから

簡易書留にて発送。 

・でんさいネットにおける請求受付日

から１５銀行営業日以内に、でんさ

いネットから簡易書留にて発送。 

発 行 手 数 料 ・窓口金融機関所定の手数料 
注）都度発行方式と異なる場合があります。 

・窓口金融機関所定の手数料 
注）定例発行方式と異なる場合があります。 

証明書掲載基準 ・残高証明書に掲載される「でんさい」は、発行基準日時点で主たる債務者による支払等記録

（口座間送金決済済みの「でんさい」を除く）がされていないものとなります。 
注）平成 26 年 2 月 23 日以前の日付を基準日として指定する場合、残高証明書に掲載される「でんさい」は、基準日時点

で主たる債務者による支払等記録（口座間送金決済済みのでんさいを含む）がされていないものとなります。 

そ の 他 ・個別の「でんさい」の情報については、「開示請求」でも確認することができます。 
※窓口金融機関によっては、決済口座単位で支払期日や立場（債権者・債務者等）等を指定し、該当する「でんさい」の

情報を一括して取得できる場合があります。 

株式会社全銀電⼦債権ネットワーク［でんさいネット］ 

でんさいの残高証明書の発行 


